
動物の輸出入検疫速報（平成22年8月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,481 -
　豚 - -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　馬 491 2

　その他の馬科 - -

　兎 4 7

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 64,224 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） 550 -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 11,255

　犬 433 438
　猫 110 157
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 108

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　※：家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

2,848,267 366,978 80,329 107,281 66,324 - 3,469,178

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

53,265,528 75,889,047 1,337,512 8,815 - - 766,145

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,578,540 - 152,991 34,765 903,434 2,758,163 260,880

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

15,881 399,579 4,140 35,732,935 - 1,542,671 6,275,363

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

31,570,847 3,850,240 216,347,476

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

243,678 14,473 1,456 - - - 92,656

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

2,375,520 261,718 302,242 2,848,398 6,305 - 344,251

加熱処理その他
の家禽臓器

計

10,935 6,501,632

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 612,731 15 612,746

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

3,573,851 202,493 251 - 13,571 - 189,902

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 3,980,067

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 10,630 - 9,640 - 623 1,240

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

10,800 380,093 - - 413,026

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

144,209 430 - - 144,639

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

23,498 452 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

12,893,270 - 107,830 13,001,100

総計

244,469,865

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類
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７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

- - - - - - -

その他の骨 計

- 0

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

17,289 12,775 - - - - 612

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

1,963 317 - - 1,887,694 - 12,172

計

1,932,822

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 81 - - 15,002 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 15,083

殻付卵 液卵 その他の卵 計

65,992 1,000 20,000  86,992

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

870,734 5,587,705 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 6,458,439

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - - - - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 9,770 - - 9,770

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 2,046,000 2,046,000

総計

10,549,106

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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骨類

肉類

臓器類


